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４
月
１
日
か
ら
の
指
定
ご
み
袋
の

変
更
に
伴
い
、
旧
指
定
ご
み
袋
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
９
月　

日
ま
で

３０

使
用
可
能
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
市

民
の
皆
さ
ま
よ
り
、「
９
月　

日
ま

３０

で
に
使
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

な
ど
の
ご
意
見
を
多
数
お
寄
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
。

現
在
、
ご
家
庭
で
余
っ
て
い
る
旧

ご
み
袋
に
つ
い
て
は
、
使
用
期
限
を

延
長
し
、
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２２

３１

は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
ま
す
。
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・
燃
え
る
ご
み
袋
（
透
明
）

・
新
聞
・
広
告
・
雑
誌
袋
（
茶
色
）

・
牛
乳
パ
ッ
ク
袋
（
青
色
）

・
有
害
ご
み
袋
（
透
明
）
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・
白
色
ト
レ
イ
袋
（
紫
）
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・
空
缶
袋
（
オ
レ
ン
ジ
）

・
空
ビ
ン
袋
（
ピ
ン
ク
）
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・
燃
え
な
い
ご
み
袋
（
黄
色
）

ご
み
の
出
し
方
で
分
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
袋
（
緑
色
）

※
旧
ご
み
袋
を
使
用
さ
れ
る
場
合
、
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こ
れ
以
外
の
出
し
方
で
は
収
集
し

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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交
換
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
旧
ご

み
袋
を
お
持
ち
い
た
だ
け
れ
ば
、
左

記
の
期
間
・
場
所
で
旧
ご
み
袋
を
新

し
い
ご
み
袋
と
交
換
し
ま
す
。

交
換
に
つ
い
て
は
、
等
価
交
換
と

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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平
成　

年　

月
１
日
か
ら

２１

１０

平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２２

３１
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神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課

（
神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
）

�
３
７�
０
１
１
２

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
４
２
６
５

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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８月１３日（木）～８月１６日（日）
※お盆前は、し尿の汲み取り業務が
混み合います。収集業者への予約
は、８月４日（火）（期限厳守）ま

� ���������������
でにお願いします。

�����
お盆期間中の収集は通常どおり行
います。（ごみ収集カレンダーど
おりです。）
また、クリーンセンターへの直接
搬入も通常どおり受け付けします。
�������

　神埼市役所 保健環境課 �３７�０１１２

��������	
��	���
８月１３日（木）～８月１６日（日）
�������

県動物管理センター �５６�２２６１
県生活衛生課 �２５�７０７７
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６
月
１
日
か
ら　

日
ま
で
実
施
し

３０

ま
し
た
「
神
埼
市
環
境
基
本
条
例

（
案
）」に
係
る
意
見
募
集
に
つ
い
て

は
、
３
件
の
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

今
後
、
ご
意
見
を
参
考
に
し
な
が

ら
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

ご
意
見
の
概
要
と
そ
れ
に
対
す
る

考
え
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
場
所
で

公
表
し
て
い
ま
す
。
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・
保
健
環
境
課
窓
口

　
（
神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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８
月　

日（
月
）ま
で

３１
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神
埼
市
役
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保
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最
近
、
小
動
物
な

ど
が
ご
み
を
荒
ら
し

て
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
周
辺
を
散
ら
か
し

て
い
く
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
の

で
、
燃
え
る
ご
み
に
つ
い
て
は
、
収

�
�

集
日
の
朝
（
６
時
か
ら
８
時
ま
で
）

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

に
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
協
力
お

願
い
し
ま
す
。
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Ａ　

燃
え
な
い
ご
み
袋
で
お
願
い
し

ま
す
。
た
だ
し
袋
に
入
ら
な
い
大

型
の
物
は
、
粗
大
ご
み
と
な
り
ま
す
。
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Ａ　

有
害
ご
み
の
日
に
で
き
る
だ
け

筒
状
の
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
お
願
い

し
ま
す
。
複
数
あ
る
場
合
は
、
ひ

も
で
く
く
っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。 ��
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�
�
�
�
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Ａ　

菓
子
折
り
も
リ
サ
イ
ク
ル
で
き

ま
す
。
燃
え
る
ご
み
に
出
さ
ず
に

雑
誌
と
一
緒
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
聞
・
広
告
、
雑
誌
の

出
し
方
で
す
が
、
新
聞
・
広
告
と

雑
誌
は
別
に
し
て
ひ
も
で
十
文
字

に
く
く
っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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Ａ　

４
月
１
日
か
ら
、
色
柄
ト
レ
イ

も
出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
も
独
自

に
回
収
さ
れ
て
い
ま
す
。



�����������

局
地
的
大
雨
に
よ
り
、
総
雨
量
は
少
な
く
て
も

甚
大
な
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

局
地
的
な
大
雨
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
最

新
の
気
象
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
局
地
的
大
雨
に
な
り
や
す
い
気
象
状
況
か

ど
う
か
」「
警
報
や
注
意
報
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
か
」「
雨
雲
が
近
づ

い
て
こ
な
い
か
」
な
ど
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
周
囲
の

状
況
の
変
化
に
注
意
を
払
い
、
天
気
の
急
変
に
備
え
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

・
真
っ
黒
い
雲
が
近
づ
き
、
周
囲
が
急
に
暗
く
な
る
。

・
雷
鳴
が
聞
え
た
り
、
雷
光
が
見
え
た
り
す
る
。

・
ヒ
ヤ
ッ
と
し
た
冷
た
い
風
が
吹
き
出
す
。

・
大
粒
の
雨
や
「
ひ
ょ
う
」
が
降
り
出
す
。
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※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

出
前
講
座
も
行
っ
て
い
ま
す
。
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佐
賀
地
方
気
象
台　

防
災
業
務
課　
　�
３
２�
７
０
２
６
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��

市で捕獲した犬の中には飼い
主が分からず、やむなく県の管
理センターに引き取られていく
犬もいます。
犬の鑑札や狂犬病予防注射済
票は飼い主に連絡を取る大事な
手がかりとなります。
不幸な犬たちをなくすために
も、犬は必ず登録をして、鑑札や
注射済票を首輪に着けておくよ
うにしましょう。
�������

神埼市役所　保健環境課
�３７�０１１２
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　担当窓口、市のホームページ、郵送にて対応します。
※ふるさと納税の詳細については、お問い合わせください。
�������
　神埼市役所　市長公室　　�３７�０１０２

�������	
����������	
���
これまでに市内外の個人・法

人の方々から、次のとおり「ふ
るさと納税（寄附）」をいただ
きました。心より感謝申し上
げます。
（平成２１年６月末日現在）
������　　１５個人・法人
������　　４,３０２千円
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�����������������������������������������
�����������������������������������������
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平
成　

年
４
月
、
地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
、「
ふ
る

２０

さ
と
」
に
貢
献
し
た
い
、「
ふ
る
さ
と
」
を
応
援
し
た

い
と
い
う
納
税
者
の
思
い
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
寄
附
金

税
制
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ま
を
は
じ
め
、
神
埼
を
離
れ
て
ご
活

躍
中
の
皆
さ
ま
か
ら
の
「
ふ
る
さ

と
納
税
（
寄
附
）」
を
心
か
ら
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
お
盆
休
み
で
帰
省
中
の

ご
親
族
や
お
友
達
に
も
ご
案
内
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

�������	
�����
ふるさと納税制度では、個人住民税を納めていただいて
いる皆さまが、出身地など、愛着を感じている地方公共団
体に「ふるさと納税（寄附）」を行っていただいた場合、市
が交付する寄附金受納証明書（領収書）を添えて確定申告
を行うことで、寄附金額から５千円を差し引いた額が所得
税、個人住民税から控除されます。（控除対象額には限度
額があり、個人住民税の場合所得割額の１割が上限となり
ます。）
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�������	
��������
ご寄附いただきました寄附金の使途については、次に掲
げる事業の中から寄附者に選んでいただき充てさせていた
だくこととなります。
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������　　８月１９日（水）～２９日（土）
第１区選挙区（千代田町）

 …………… 千代田総合支所
第２区選挙区（神埼町、脊振町）

 …………… 神埼市役所・脊振総合支所
�������
神埼市選挙管理委員会事務局（総務課内）
�３７�０１００
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 ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������	
�� 
対戦相手と　　き

ヴァンフォーレ甲府１９：００～８月０５日（水）
東京ヴェルディ８月１５日（土）
横浜ＦＣ

未定

９月０２日（水）
アビスパ福岡９月０６日（日）
カターレ富山９月１９日（土）
東京ヴェルディ９月２６日（土）

����　ベストアメニティスタジアム（鳥栖市）
　詳しくは、ホームページをご覧になるか、お問い
合わせください。
�������
　サガンドリームス　　�０９４２�８１�５２９０
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子
育
て
相
互
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

地
域
の
中
で
子
育
て
の
応
援
が
で
き

る
人
（
提
供
会
員
）、
子
育
て
の
応
援

を
し
て
欲
し
い
人
（
依
頼
会
員
）、
利

用
も
す
る
が
応
援
も
で
き
る
人
（
両

方
会
員
）
が
会
員
と
な
り
保
育
園
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
終
了
後
の
預
か

り
な
ど
の
支
援
活
動
を
行
い
、
助
け

合
う
会
員
組
織
で
す
。

現
在
、
提
供
会
員
（　

人
）
依
頼

２５

会
員
（　

人
）
の
会
員
の
方
が
登
録

２０

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
子
育
て
の
応
援
を
し
て
欲

し
い
依
頼
会
員
を
募
集
し
ま
す
。　

�
�
�
�
�
�

生
後
６
ヶ
月
〜
小
学
校
６
年
生

�
�
�
�
�
�
�
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第
二
子
の
出
産
に
伴
い
支
援
活
動

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
長
男
も
す
ぐ

に
慣
れ
、
安
心
し
て
預
け
る
事
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
子
育
て
の
先
輩

と
し
て
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
で
も
気
軽
に

支
援
を
お
願
い
で
き
る
の
が
心
強
く
、

安
心
感
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。

�������	
���
・就労や産前産後などで、保育施設等へ
の送迎ができないとき
・保育施設等での保育開始前、または終
了後の育児ができないとき
・小学校での始業開始前、または放課後
の育児ができないとき
・保護者が、疾病・冠婚葬祭・私的な用
事で育児ができないとき
・その他、子育て支援を必要とするとき

�������	
���

利用料金曜日・時間帯など

６００円午前７時～午後８時平日

（月～金） ７００円早朝・夜間（上記以外）

７００円土・日・祝日

７００円病後児保育（軽度に限る）

※複数の子どもを同時に預ける場合、２人目以降は、
半額になります。

※子どもを預かる場合、原則として提供会員の自
宅で行います。
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�
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�
�
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子
育
て
相
互
支
援
の
提
供
会
員
を

始
め
て
何
人
か
の
子
ど
も
さ
ん
を
預

か
り
ま
し
た
。
私
も
子
育
て
を
し
て

い
て
、
ど
う
し
て
も
子
育
て
の
援
助

を
し
て
も
ら
い
た
い
時
が
あ
っ
た
の

で
、
少
し
で
も
お
母
さ
ん
た
ち
の
役

に
立
て
れ
ば
と
思
い
支
援
を
始
め
ま

し
た
。

支
援
し
た
お
母
さ
ん
た
ち
か
ら

「
助
か
り
ま
し
た
」「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る

と
、
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

子
育
て
の
援
助
が
必
要
に
な
っ
た

時
は
、
ぜ
ひ
頼
っ
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
相
互
支
援
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

登
録
用
紙
は
、
市
役
所
福
祉
課
、

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
、
子
育
て

相
互
支
援
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
７�
０
１
１
０

子
育
て
相
互
支
援
セ
ン
タ
ー

（
千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

�
４
４�
４
９
０
８

�������	
�������

全国消費実態調査は、５年ごとに全国的に行わ

れる基幹統計調査で、本年９月から１１月までの３

か月間にわたり実施されます。

調査の結果は、国や都道府県の各種行政施策や

消費・経済の分析のための貴重な資料となります。

今回は、神埼町内で調査対象地域が設定されて

います。対象世帯には、調査員が、８月中旬頃ま

でに訪問させていただきます。ご多忙中恐れ入り

ますが、よろしくお願いします。

なお、統計調査により集められ

た個人情報は、「統計法」により保

護されますので、安心してご記入

いただくようお願いします。

�������

神埼市役所　市長公室　　�３７�０１０２
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子育てについて迷ったり不安になったり…誰でもありますよね。
電話・来所などで受け付けていますので、どなたでも気軽にご相談ください。
���　月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１６：００

�������

　神埼市子育て支援センター
　（千代田町保健センター内）
　�４４�４９０８
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�������
神埼市役所　福祉課 �３７�０１１０
千代田総合支所　市民福祉課 �４４�２１６７
脊振総合支所　市民福祉課 �５９�２１１１

�������	
�������������������� !"#�$%&'()*

※神埼市子育て支援センターでは、自宅で眠っているおもちゃを集めています。
　子どもたちと保護者の方とのいろいろな触れ合いの場で、利用させていただきます。
　詳しくは、子育て支援センターまで、お問い合わせください。
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離
婚
・
死
亡
・
遺
棄
な
ど
の
理
由

で
、
父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
母
子
世
帯
等
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

は
、
父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
父
親

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い　

歳
１８

到
達
の
年
度
末
（
障
害
児
の
場
合
は

　

歳
未
満
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

２０て
い
る
方
で
す
。

た
だ
し
、
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
る
方
や
公
的
年
金
の
給
付
を
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
方
、
児
童
が
児
童

福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
に

は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
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ひ
と
り
親
（
母
子
・
父
子
・
寡
婦

な
ど
）
家
庭
の
方
が
、
健
康
保
険
に

よ
り
病
院
な
ど
の
医
療
機
関
で
診
療

を
受
け
た
場
合
、
医
療
費
の
自
己
負

担
金
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
額

は
、
保
険
適
用
と
な
る
医
療
費
の
自

己
負
担
分
で
、
対
象
者
１
人
に
つ
き

各
月
５
０
０
円
を
差
し
引
い
た
金
額

と
な
り
ま
す
。

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
及
び
ひ

と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
の
受

給
資
格
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎
年

８
月
に
現
況
届
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
届
は
、
平
成　

年
度
（
平

２１

成　

年
８
月
〜
平
成　

年
７
月
）

２１

２２

の
受
給
資
格
を
調
査
す
る
も
の

で
、
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
手

当
が
受
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
、

医
療
費
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
７
月
末
に
通

知
文
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
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経過措置については、下記のようになります。
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※　ひとり暮らしの寡婦の方の新規申請は、
平成２１年１０月１日以降中止となります。
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平
成　

年
１
月
９
日（
土
）

２２

午
後
１
時
半
か
ら

※
受
付
は
午
後
０
時
半
か
ら

�
�
�
�
　

神
埼
市
中
央
公
民
館

�
�
�
�

平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
２

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

※
現
在
、
神
埼
市
外
に
お
住
ま
い
の

方
で
も
、
中
学
校
卒
業
時
に
神
埼

市
内
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
方
に
は
、

案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。
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神
埼
市
教
育
委
員
会 
社
会
教
育
課

�
４
４�
２
７
３
１

�������	
�������
　（平　日）８：３０～１７：１５
　（月曜日）８：３０～１９：００（休日の場合は翌日）
　（第２土曜日）９：３０～１６：００
※追加の休日開庁や時間延長を行う場合があり
ます。詳しくは、佐賀社会保険事務所（�３１�
４１９１）までお問い合わせください。

�������	
��
�０５７０�０５８�５５５
�０３�６７００�１１４４（一部のＩＰ電話・ＰＨＳ）

�����　（月～金曜日）９：００～２０：００
（第２土曜日）９：００～１７：００

※お電話の際は、｢ねんきん定期便 ｣または、基
礎年金番号がわかるものをご用意ください。
このダイヤルでは｢ねんきん特別便｣に関する
お問い合わせについてもお受けします。
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�������　佐賀社会保険事務所　�３１�４１９１　　神埼市役所　市民課　�３７�０１１５
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平
成　

年
の
成
人
式
を
実
行

２２

委
員
と
し
て
、
企
画
・
運
営
し
て

い
た
だ
く
新
成
人
の
方
を
募
集

し
ま
す
。
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「
緑
の
募
金
」
は
、
全
国
的
に
展

開
さ
れ
て
お
り
、
森
林
の
整
備
や
地

域
に
密
着
し
た
緑
化
の
推
進
を
は
じ

め
緑
化
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
へ

の
支
援
な

ど
幅
広
い

「
森
林
・

緑
づ
く

り
」
に
役

立
て
ら
れ

ま
す
。

皆
さ
ま
の
あ
た
た
か
い
ご
協
力
に

よ
り
た
く
さ
ん
の
募
金
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

�
�
�
�
�

　

２
９
５
万
４,
５
１
８
円

神
埼
市
で
は
、
主
に
緑
化
の
推
進

と
し
て
、「
小
学
校
新
一
年
生
入
学

記
念
樹
配
布
」「
緑
の
少
年
団
育
成
」

「
地
域
緑
化
事
業
」「
緑
化
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
支
援
」
に
活
用
し
て
い
き
ま

す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

神
埼
市
役
所　

農
林
水
産
課

　
�
３
７�
０
１
０
６
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神
埼
市
で
は
、
誰
も
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、「
神
埼
市

地
域
福
祉
計
画
」
の
策
定
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
域
の
課
題
や
そ
の

解
決
策
を
考
え
る
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
」
を
開
催
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
意
見
・
ア
イ
デ
ア
を
計
画
に
盛
り

込
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
３
回
程
度

（
土
曜
日
、
２
時
間
程
度
）
実
施
し

ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
に
身
近
な
「
地
域

福
祉
」
の
問
題
を
考
え
る
会
議
で
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
い

ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
の
ご
意
見
・
ア

イ
デ
ア
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
７�
０
１
１
０

２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職された
ときは、第２号被保険者（厚生年金）から第１
号被保険者（国民年金）への種別変更届の提出
が必要です。
また、第３号被保険者（第２号被保険者に扶
養されている配偶者）についても第３号被保険
者から第１号被保険者への種別変更届の提出が
必要です。
�������	

・年金手帳
・退職日が確認できる書類（離職票など）
・認印
������
　月額１４,６６０円（平成２１年度）

�������	
������

所得が少ないなど、保険料を納めることが経
済的に困難な場合には、本人の申請手続きに
よって保険料の納付が免除または猶予される制
度があります。
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